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 電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会(第３回)の審議結果を踏まえ、連系線の効
率的利用、公平性・透明性の確保及び市場環境の整備の観点から2018年10月1日受渡分より
連系線利用ルールを「先着優先」から「間接オークション」へ変更することが予定されています。

 上記制度の導入に伴う業務規程及び送配電等業務指針の主な変更点は以下のとおりです。

 連系線利用に関するルール変更

• 地域間連系線の管理方法の見直し

 連系線の管理、計画潮流の管理、運用容量の算出断面、マージンの定義、情報公表項目等の見直し

 連系線利用計画の提出、マージン利用、変更賦課金による空おさえの仕組み等不要となる項目は削除

• 出力維持等の考慮が必要な電源等の承認

• 経過措置の管理

• 混雑処理

• マージンの設定断面の見直し

 需給状況の監視に関するルール変更

• 需給監視等のための計画等の取得内容の見直し

 計画策定プロセスに関するルール変更

• 計画策定プロセス開始要件の見直し

出所）第1回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.6.14）説明会概要資料をもとに作成

はじめに

 本資料は、過去の説明資料をまとめ、内容を整理するものです。

またFIT激変緩和措置など、お問い合わせいただいた項目等について追記しております。
※ 本資料では、2018年9月までの「先着優先」に基づく連系線利用ルールを「現行ルール」と記載しております。
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１．間接オークションの概要
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出所）第1回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.6.14）第1部 資料

間接オークションの概要（1/4）

※ 現行の連系線利用に関わるものは、電源種別に拘わらず、全て間接オークションに移行します。



6間接オークションの概要（2/4）

出所）日本卸電力取引所 間接オークション実施に伴う取引所利用に関する説明会（2018.8.30）資料
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出所）第1回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.6.14）第2部 資料

間接オークションの概要（3/4）：取引所利用のイメージ（相対振替供給）
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出所）第1回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.6.14）第2部 資料

間接オークションの概要（4/4）：取引所利用のイメージ（自社内振替供給）
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２．ルール変更概要



10連系線利用に関するルール変更：地域間連系線の管理方法の見直し（1/2）

出所）第1回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.6.14）第1部 資料



11連系線利用に関するルール変更：地域間連系線の管理方法の見直し（2/2）

出所）第1回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.6.14）第1部 資料



12連系線利用に関するルール変更：マージンの設定断面の見直し

出所）第1回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.6.14）第1部 資料



13計画策定プロセスに関するルール変更：計画策定プロセス開始要件の見直し

出所）第1回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.6.14）第1部 資料
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出所）第5回 地域間連系線の利用ルール等に関する検討会（2016.11.28）資料2より抜粋

（参考）計画策定プロセスの検討開始要件について
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間接オークション導入に伴う以下のルール変更については、次項以降に記載しております。

 連系線利用に関するルール変更 ： 出力維持等の考慮が必要な電源等の承認 (p80)

 連系線利用に関するルール変更 ： 経過措置の管理 (p43)

 連系線利用に関するルール変更 ： 混雑処理 (p68,p69)

 需給状況の監視に関するルール変更 ： 需給監視等のための計画等の取得内容の見直し (p76)

その他ルール変更



16（参考）取引所ルール改定の概要

出所）日本卸電力取引所 間接オークション実施に伴う取引所利用に関する説明会（2018.8.30）資料
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３．広域機関への計画提出について
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３-１．BP標準規格の主な変更内容について



19BP標準規格の主な変更内容：連系線利用計画

※ BP：発電計画等受領業務 EDI共通規格 および ビジネスプロトコル標準規格。

当該規格を含めた、広域機関システムとの連携に関する規格等については以下URLをご参照ください。
http://www.occto.or.jp/occtosystem/riyou/occtosys_renkei.html

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料

http://www.occto.or.jp/occtosystem/riyou/occtosys_renkei.html


20BP標準規格の主な変更内容：送電可否判定結果通知

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料



21BP標準規格の主な変更内容：混雑処理通知

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料
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３-２．計画提出・記載内容の変更について



23３-２．計画提出・記載内容の変更について

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料



24計画提出・記載内容の変更概要

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料

※ 間接オークション開始前後の計画提出については、以下をご参照ください。
・ 間接オークション開始に伴う計画提出等の留意事項について

https://www.occto.or.jp/occtosystem/kansetsu_auction/oshirase/180808_kansetsu_auction_dounyubi.html

https://www.occto.or.jp/occtosystem/kansetsu_auction/oshirase/180808_kansetsu_auction_dounyubi.html


25計画記載内容の変更

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料



26BP記載要領の主な変更内容：エリア外取引先誤記載例

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料

※ BP記載要領：発電計画等受領業務ビジネスプロトコル標準規格（計画値同時同量編）記載要領
http://www.occto.or.jp/occtosystem/keikaku/keikakuteishutsu.html

http://www.occto.or.jp/occtosystem/keikaku/keikakuteishutsu.html


27計画記載例①間接オークション導入前後の翌日計画

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料



28計画記載例②年間・月間・週間の発販・需調計画

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料



29ケース１：一般的なエリア間取引の場合

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料



30ケース２：自社エリア間取引の場合

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料



31ケース３：スポット約定結果の送電側不足（1/2）

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料



32ケース３：スポット約定結果の送電側不足（2/2）

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料



33ケース４：スポット約定結果の受電側不足（1/2）

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料



34ケース４：スポット約定結果の受電側不足（2/2）

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料



35ケース５：スポット約定後の発電機トラブル（1/2）

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料



36ケース５：スポット約定後の発電機トラブル（2/2）

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料



37ケース６：スポット約定後の需要の上ぶれ（1/2）

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料



38ケース６：スポット約定後の需要の上ぶれ（2/2）

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料



39ケース７：スポット約定後の需要の下ぶれ（1/2）

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料



40ケース７：スポット約定後の需要の下ぶれ（2/2）

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料
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４．経過措置について
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４-１．経過措置の概要
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出所）第1回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.6.14）第1部 資料

経過措置の概要（1/4）

※ 経過措置は、前日スポット市場取引におけるエリア間値差の相当分を精算するものですので、前日スポット市場取引において、
受電者側の約定量が経過措置計画値未満の場合は、JEPXから事業者に補填する側の経過措置の精算は受けられません。

※ 経過措置は、市場取引において優先的に約定できるものではありません。

※ 市場取引には、売り・買い約定それぞれ売買手数料が必要となります。



44経過措置の概要（2/4）

経過措置の管理を行うにあたり、特定契約等を確認いたします（下記参照）。

申告書類のダウンロード・申告手続き※については下記URLをご参照ください。

https://www.occto.or.jp/occtosystem/kansetsu_auction/oshirase/180530_keikasochi_shinkokusho.html

※ 2018年6月29日に締切済

出所）第9回 電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会（2017.7.26） 資料5-1より抜粋

https://www.occto.or.jp/occtosystem/kansetsu_auction/oshirase/180530_keikasochi_shinkokusho.html
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出所）第1回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.6.14）第2部 資料

経過措置の概要（3/4）：取引所利用のイメージ（市場分断時-相対振替供給①）



46経過措置の概要（4/4）：取引所利用のイメージ（市場分断時-相対振替供給②）

出所）第1回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.6.14）第2部 資料
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４-２．経過措置用のJEPXユーザについて
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 経過措置の契約に対応する市場取引は、精算対象の判定における取扱い上、売買入札ともに「経過
措置用のJEPXユーザ」（以下「経過措置ユーザ」という。）が必要です。

 「経過措置ユーザ」に関する留意点：
 必要に応じてユーザの追加を行っていただき、同一エリアで経過措置の契約に対応する市場取引と、

経過措置以外の市場取引を実施する場合は、「経過措置ユーザ」と、「経過措置以外の取引の
JEPXユーザ」を使い分けてください。

 JEPXユーザの追加については、JEPXの所定様式に従って申込手続きを行ってください。
 JEPXユーザの 「経過措置ユーザ」としての登録方法については、p50をご参照ください。

例）経過措置に関するJEPXユーザの使い分けと精算対象のチェック（受電側の場合）

①002

買い約定（落札量）

②

経過措置計画

チェック

⇔

【精算対象のチェック方針】
①001と②の比較により、精算対象か判定。
（①002は判定に関与しない）

・①001 ≧ ② ・・・ 支払う
・①001 < ② ・・・ 支払わない

①001

ユーザ(002)
「経過措置以外の

取引のJEPXユーザ」

ユーザ(001)
「経過措置ユーザ」

※チェックに参照されない

経過措置用のJEPXユーザについて（1/3）

出所）間接オークション導入における経過措置に関するお知らせ（2018.5.7）公表資料をもとに作成

【追記】
コマ毎にチェックおよび
精算が行われる。
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・経過措置計画それぞれ個別に経過措置ユーザを準備いただく必要はありません。
（複数の経過措置を持つ事業者様でも、最低1つの経過措置ユーザがあれば十分です）

・必要に応じて、経過措置ユーザを複数ご準備いただく事もできます。

例）複数の経過措置を持つ事業者の場合の精算対象のチェック（受電側の場合）

②A

経過措置計画
（3銘柄ある場合）

②B

②C

【精算対象のチェック方針】
・(①001＋①003) ≧（②A＋②B＋②C）

・・・ 全量支払う
・(①001＋①003) <（②A＋②B＋②C）

・・・ 全量支払わない

※部分的な支払いは発生しない

・すでに複数のJEPXユーザをお持ちの事業者様は、いずれかを経過措置用に登録いただく事ができます。
・経過措置ユーザを変更する場合のお手続については、次頁をご参照ください。

・経過措置ユーザでの入札量は、経過措置以上の値で入札することも可能です。

①002

買い約定（落札量）

チェック

⇔
①001

ユーザ(002)
「経過措置以外の

取引のJEPXユーザ」

ユーザ(001)
「経過措置ユーザ」

①003
ユーザ(003)

「経過措置ユーザ」

経過措置用のJEPXユーザについて（2/3）

出所）間接オークション導入における経過措置に関するお知らせ（2018.5.7）公表資料をもとに作成



50経過措置用のJEPXユーザについて（3/3）

出所）日本卸電力取引所 間接オークション実施に伴う取引所利用に関する説明会（2018.8.30）資料
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４-３．支給の条件・検証等について



52支給の条件・検証等について（1/4）

出所）第1回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.6.14）第2部 資料

※ 経過措置の契約に対応する市場取引は、売買入札ともに経過措置ユーザが必要です。
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出所）第1回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.6.14）第2部 資料

支給の条件・検証等について（2/4）

※ 経過措置の契約に対応する市場取引は、売買入札ともに経過措置ユーザが必要です。



54支給の条件・検証等について（3/4）

出所）日本卸電力取引所 間接オークション実施に伴う取引所利用に関する説明会（2018.8.30）資料に一部追記
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出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料

※ 送電者側による不適切な行動などにより、経過措置を停止する等の措置を取る際には、送電者側と
受電者側の双方が対象となります。

支給の条件・検証等について（4/4）



56

４-４．経過措置計画の提出について



57経過措置関連BP変更：経過措置計画

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料



58経過措置関連BP変更：経過措置可否判定結果通知

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料



59経過措置関連BP変更：減少処理通知

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料



60経過措置計画の整合性チェック

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料



61経過措置計画の提出に関する留意事項（1/3）

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料



62経過措置計画の提出に関する留意事項（2/3）

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25） 資料
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出所）間接オークション導入における経過措置に関するお知らせ（2018.5.7）公表資料

経過措置計画の提出に関する留意事項（3/3）



64

４-５．経過措置計画に対する減少処理について



65

■経過措置計画が物理的送電可能量を上回らないように、翌々日断面の運用容量・マージンを基に、

経過措置可否判定※1および減少処理※2を行います。

※1、2：現行ルールにおける連系線利用計画と、間接オークション導入時における経過措置計画との処理の比較

現行ルール
／連系線利用計画

間接オークション開始後
／経過措置計画

送電可否判定 経過措置可否判定

混雑処理 減少処理

■経過措置計画の減少処理を行うのは、前々日15時から、スポット約定の行われる前日10時の間です。

9月29日

10時 12時 14時 15時 17時

経過措置
計画

策定経過措置計画
提出締切

10時 12時

スポット市場取引

15時 17時14時

10月1日
0時

JEPX
約定

1時間前市場取引開始

実需給

BP0513減少処理

9月30日

経過措置計画に対する減少処理について（1/2）

出所）第1回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.6.14）第3部資料をもとに減少処理の開始時刻を更新
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出所）第1回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.6.14）第3部 資料

経過措置計画に対する減少処理について（2/2）



67

５．混雑処理について



68連系線利用に関するルール変更：混雑処理（1/2）

【混雑処理】（業務規程 第１４３条）

本機関は、前日スポット取引の取引情報に係る容量登録以降に連系線に混雑が発生するときは、
計画潮流について、次の各号に掲げる手順により、混雑処理を行う。

一 本機関は、第１４３条の２で定める抑制順位により、計画潮流を混雑が発生しない量まで抑制
してこれを新たな計画潮流と定め、変更する。

二 本機関は、前号に基づき混雑処理を行った場合には、抑制された計画潮流を有する託送供給契
約者、発電契約者及び需要抑制契約者並びに関連一般送配電事業者に対し、抑制した断面と
抑制量を通知する。

２ 前項にかかわらず、本機関は、受給日の前日１２時以降に運用容量の減少に伴う混雑が発生す
る場合であっても、電力系統の安定性を確保することができるときは、計画潮流を有する託送供給契
約者、発電契約者又は需要抑制契約者による代替供給力の調達等の調整努力が適切になされて
いることを前提に、混雑処理を行わない。
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出所）第1回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.6.14）第1部 資料

連系線利用に関するルール変更：混雑処理（2/2）



70（参考）混雑処理の在り方

出所）第3回 電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会（2017.4.10）資料4より抜粋



71約定結果に対する混雑処理について

 混雑が発生した場合は、売り手と買い手の紐づけにより、当該連系線を通る取引となっている全ての事業
者に対し、当該約定量に応じた按分抑制処理を行い、広域機関より混雑処理通知を速やかに通知いた
します。

 広域機関からの混雑処理通知を受信後、前日スポット市場・1時間前市場取引に関わる販売量・調達
量を修正し、需要調達計画等を再提出していただく必要がございます。
なお、混雑処理により抑制された供給力の代替調達手段としては、ゲートクローズ前において別途新たに
1時間前市場取引の活用、エリア内での電源調達（自社電源の焚き増しを含む）などが考えられます。

 混雑処理に関するBP標準規格の主な変更内容については、以下をご参照ください。

第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25）資料 p26

https://www.occto.or.jp/oshirase/sonotaoshirase/2017/171214_implicit_setsumeikai_02_shiryou.html

https://www.occto.or.jp/oshirase/sonotaoshirase/2017/171214_implicit_setsumeikai_02_shiryou.html


72

６．その他



73

６-１． FIT激変緩和措置・
電源構成表示・排出係数について



74

 FIT激変緩和措置の対象事業者において、エリア間取引を行う場合は、ここまでの説明と同様に、前日スポット市場
および１時間前市場を活用する事になります。

 激変緩和措置の対象は計画値に基づいて判定することになりますが、詳細な判定方法については、下記資料をご参
照ください。

・間接オークション導入後のエリア間取引における回避可能費用の激変緩和措置の適用について
（エリア外の自社需要に充てる販売計画の取扱い）

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/faq_auctions.pdf

 電源構成表示、排出係数については、以下で検討されております。詳細については、各資料をご参照ください。

・第32回 電力・ガス等取引監視等委員会 制度設計専門会合 (2018.7.20)

「電力の小売営業に関する指針」の改定について（間接オークション導入等に伴う電源表示ルールの見直し）

http://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/032_03_00.pdf

・第15回 資源エネルギー庁 温対法に基づく事業者別排出係数の算出方法等に係る検討会事務局 (2018.3.30)

現行の係数算出方法における課題と対応（案）
http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004568/pdf/015_02_01.pdf

FIT激変緩和措置・電源構成表示・排出係数について

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/faq_auctions.pdf
http://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/032_03_00.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004568/pdf/015_02_01.pdf


75

６-２．地域間連系線に関する
予想潮流の算出・公表について
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出所）第1回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.6.14）第1部 資料

需給状況の監視に関するルール変更 : 需給監視等のための計画等の取得内容の見直し
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出所）第1回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.6.14）第1部 資料

参考）間接オークション導入後の供給力、需給バランス確認、潮流想定を行うために必要な情報の取得



78地域間連系線に関する予想潮流の算出・公表について

 地域間連系線に関する情報として、週間計画以前の断面における予想潮流を公表いたします。

広域機関システム公表ページ→その他情報＞各種情報参照＞各種情報（カテゴリ：連系線等の運用）

 年間・月間・週間の予想潮流は、それぞれの断面について提出いただいた計画をもとに算出いたします。
上記断面の計画を作成いただく際に、エリア間取引が見込まれる場合は、当該取引の内容を記載してください。

※本資料３-２．計画提出・記載内容の変更について 参照
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６-３．出力維持等の考慮が必要な電源等の承認について
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出所）第1回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.6.14）第1部 資料

連系線利用に関するルール変更：出力維持等の考慮が必要な電源等の承認



81出力維持等の考慮が必要な電源等の承認について

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25）資料をもとに申請手続きに関するURLを記載

出力維持等の考慮が必要な電源等として承認を受けるためには、事前の申請が必要です。

申請書類のダウンロード・申請手続きについては下記URLをご参照ください。
https://www.occto.or.jp/oshirase/sonotaoshirase/2018/180509_kansetsuauction_dengenshinsei.html

･ 申請者： スポット取引において、出力維持等を考慮した約定の対象として取り扱うべき電源または契
約を有する託送供給契約者、発電契約者または一般送配電事業者※

※申請者は計画を広域機関へ提出される事業者様です。計画を広域機関に提出されない再エネ事業者様および自
家発電設置者様の申請は不要です。

【承認電源等】（業務規程 第１４４条の２）

一 長期固定電源（原子力、水力（揚水式を除く。）又は地熱）

二 運転中の発電機出力が連系線の運用容量に影響を与える電源制限装置を有する電源

三 電気の受給契約（前２号に掲げる電源に係る電気を含むものに限る。）又は当該受給契約に代わる同一事業者内の計画等

四 法第２４条第１項に定める供給区域外に設置する電線路による託送供給に係る一般送配電事業者たる会員の間で行われる
電力の運用に係る契約

五 流通設備の作業停止に伴い一般送配電事業者たる会員の間で行われる電力の運用に係る契約

https://www.occto.or.jp/oshirase/sonotaoshirase/2018/180509_kansetsuauction_dengenshinsei.html
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出所）第3回 電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会（2017.4.10）資料4より抜粋

（参考）技術的制約のある長期固定電源等の取扱い



83（参考）承認電源用のJEPXユーザについて

出所）日本卸電力取引所 間接オークション実施に伴う取引所利用に関する説明会（2018.8.30）資料



84

６-４．自己託送事業者における
エリア間の託送について



85自己託送事業者におけるエリア間の託送について（1/2）

出所）第2回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.12.20 , 12.25）資料をもとに送電側と受電側の約定量が異なった場合の取扱いについて更新

 自己託送事業者において、エリア間の託送を行う場合は、ここまでの説明と同様に、前日スポット市場および１時間前
市場を活用する事になります。

 加えて、精算のために事前に下記①②の手続きが、計画提出に際しては都度下記③の対応が、必要となります。

 なおエリア間の自己託送においてついては、原則、送電側と受電側の約定量を一致させる必要がございます。万が一、
送電側と受電側の約定量が異なった場合の取り扱いについては、あらかじめ自己託送事業者と一般送配電事業者で
協議をしていただく必要があります。

※本処理は精算のための手続きであり、特定の連系線利用を可能とするものではありません

エリア1 エリア2

LG
自己託送100kWh

G0SS1

自己託送事業者A

LSS02

JEPX

売り約定 買い約定

＜例＞
① 自己託送管理情報の広域機関への事前連絡※

以下情報を広域機関に連絡してください。
・送電側計画提出者コード
・受電側需要BGコード
・経由連系線

② 広域機関から、特定紐付コードをご連絡します
③ 市場を経由してエリア間の託送を行った場合、
当該計画の電源特定コードに②でご連絡した
特定紐付コードを記載して計画提出をお願いいたします。

(特定紐付コードに応じた整合性チェックも行います)

連系線X

送電側G0SS1 翌日）発販計画

発電計画 販売計画

発電所aaa 取引先 JSPT3

電源特定C S0001

計画値 100 計画値 100

受電側LSS02 翌日）需調計画

需要計画 調達計画

取引先 JSPT3

電源特定C S0001

計画値 100 計画値 100

自己託送事業者 広域機関

送電側 受電側 経由連系線

G0SS1 LSS02 連系線X

特定紐付C

S0001

確認
①自己託送管理情報の提出

②特定紐付コードの通知

③計画へ特定紐付コードの記載（スポットで約定した場合で記載）

登録

※事前連絡いただく内容の詳細については次頁に記載



86自己託送事業者におけるエリア間の託送について（2/2）

特定紐付コードの発行申請手続き、特定紐付コードの計画への記載方法およびの整合性チェックについては
下記URLをご参照ください。

 自己託送の特定紐付コード発行のための申請について
https://www.occto.or.jp/occtosystem/kansetsu_auction/oshirase/180615_jikotakuso_code.html

 特定紐付コードの計画への記載方法および整合性チェックについて（上記URL内）

・ 「自己託送事業者におけるエリア間取引の間接オークション対応について」 （第5章以降参照）

・ 「エリア間自己託送の計画記載に関する補足説明」

https://www.occto.or.jp/occtosystem/kansetsu_auction/oshirase/180615_jikotakuso_code.html


87

６-５．マスターデータ登録について
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出所）第1回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.6.14）第3部 資料

マスターデータ登録について



89＜間接オークションに関係する資料参照先＞

トップページ＞広域機関システム 利用手続き・計画提出＞間接オークション
http://www.occto.or.jp/occtosystem/kansetsu_auction/index.html

http://www.occto.or.jp/occtosystem/kansetsu_auction/index.html


90＜お問い合わせ先＞

＜電力広域的運営推進機関＞

・システム連携に関する事項 koiki_sys@occto.or.jp
・マスターデータ （登録申請） code@occto.or.jp

（お問い合わせ） code-master@occto.or.jp

・計画提出に関する事項 keikaku-uketsuke@occto.or.jp
03-5560-6217 （営業日9～17時40分）

＜日本卸電力取引所＞

・電話 ：03-5765-5477
・E-Mail ：to-i-a-wa-se@jepx.org



91＜公表済資料からの変更、追記等＞ (1/2)

頁 内容

2 ・「2018年10月1日受渡分」を追記
・本資料についての説明を記載

5 第1回事業者説明会のQA(No.1-2)の内容を記載

19 BPの説明および広域機関システム連携に関する規格等の参照URLを記載

24 間接オークション開始前後の計画提出に関する資料の参照URLを記載

26 BP記載要領の説明および参照URLを記載

43 第1回事業者説明会のQA(No.10-14 , No.10-16),第2回のQA(No.1-1)の内容を記載

44 経過措置について、特定契約の確認に必要な申告手続きに関するURLを記載

48,49 ・日本卸電力取引所の説明会資料(2018.8.30)に合わせ、「経過措置用のJEPXユーザ」を
「経過措置ユーザ」に変更

・経過措置ユーザの登録/変更方法についてp50を参照するよう変更
・コマ毎にチェック・精算が行われる旨を追記

52,53 経過措置の契約に対応する市場取引には、売買入札ともに経過措置ユーザが必要な旨を記載

54 年度毎・連系線別にも公表する旨を追記

55 第2回事業者説明会のQA(No.6-14)を記載

65 経過措置の減少処理開始時刻を更新

68 業務規程143条（混雑処理）を記載



92＜公表済資料からの変更、追記等＞ (2/2)

頁 内容

71 混雑処理通知のタイミング、計画の再提出等について記載

74 FIT激変緩和措置に関する参照URLの記載、および引き続き検討中となっている電源構成表示・排
出係数について記載

78 地域間連系線に関する予想潮流の算出・公表について記載

81 承認電源等の申請手続きについてのURLを記載

85 自己託送について、送電側と受電側の約定量が異なった場合の取扱について記載

86 自己託送の特定紐付コードの申請および計画提出に関する資料のURLを記載

※ 他の頁については、過去の説明資料および日本卸電力取引所による説明会資料を並び替えて掲載


